
 

学校法人東北医科薬科大学役員の退任慰労金支給規程 

平成元年12月16日 

制定 

  改正 平成７年４月１日 平成11年３月20日  

   令和２年４月１日 令和７年４月15日  

（目的） 

第１条 この規程は、私立学校法第100条及び学校法人東北医科薬科大学役員等報酬支給規程第４条第

３項に基づき、役員の退任にあたって退任慰労金（以下「慰労金」という。）を支給するため必要

な事項を定める。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、法人の寄附行為に基づき選任された役員等に適用する。 

（慰労金の種類） 

第３条 慰労金は、普通慰労金及び功労金とする。 

（普通慰労金） 

第４条 普通慰労金は、役員等が退任したとき、これを支給する。 

２ 普通慰労金の額は、基準額×在任年数により計算する。 

３ 前項の在任年数とは、役員等として就任した日の属する日から退任または死亡の日の属する日ま

での引き続いた期間をいう。 

４ 在任年数に１年未満の端数があるときは繰り上げて１年とする。 

５ 基準額は、役職により次のとおりとする。 

(１) 理 事 50万円 

(２) 監 事 40万円 

（功労金） 

第５条 功労金は、理事長等、在任中特に功績が顕著であった役員に対し、前条の普通慰労金の他、

理事会の議決を経てこれを支給する。 

２ 理事会は、前項による功労金の支給の決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

（支給の時期） 

第６条 慰労金は、役員が任期満了の時、または任期途中で退任したとき、これを支給する。 

２ 慰労金は、死亡によって退任する役員についてはその遺族に支給する。 

３ 前項の死亡した場合の遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条ま

での規定による。 

（公表） 

第７条 法人は、この規程を私立学校法第137条に基づき公表する。 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の意見を徴して、理事会が決定する。 

附 則 

１ この規程は、平成元年12月16日から施行する。 

２ この規程は、平成元年12月16日現在就任している法人役員等から適用する。 

附 則（平成７年４月１日） 

この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月20日） 

この規程は、平成11年３月20日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月15日） 

１ この規程は、令和７年度の定時評議員会の終結の時から施行する。 

２ この規程の施行の際現に在任する役員又は評議員の普通慰労金について、この規程が施行される

前までの期間の額の計算にあっては、なお従前の例による。 

３ この規程は、従前の学校法人東北医科薬科大学役員等の退任慰労金規程を一部改正補則し、学校

法人東北医科薬科大学役員の退任慰労金支給規程と改称したものである。 


